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要約 1 われわれの経済活動は自然資本に大きく依存している。2021年に開催された
G7サミットにおいて、2030年までに生物多様性の損失を食い止め回復させる

「2030年自然協約」が合意された。これにより、世界中の企業における自然資
本・生物多様性の保全と回復への取り組みの開始・検討が加速している。日
本企業においても、企業の事業活動が自然資本にもたらすリスクや機会を適
切に評価する取り組みが開始されているが、いまだ手探り状態である。

2 先進事例として、キリンホールディングス、MS&ADホールディングスの 2  
社を取り上げ、現状、手探り状態である日本企業がどのように自然資本に対
して取り組むべきかを述べる。

3 自然資本への取り組みを強化するには、①自然資本に与えるインパクトの把
握と意思決定の仕組み構築、②事業基盤強化と事業機会の探索、③ルールメ
イキングへの積極的な参画、が挙げられる。
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Ⅰ 求められる自然資本への対応

自然資本は、森林、植物、動物、大気、
水、土壌などによって形成される自然のスト
ックである。化石燃料や鉱物といった再生可
能ではない資源と、太陽光、森林、農地、漁
場のように再生可能な資源に大きく分けられ
る。2021年に英国財務省から公表されたダス
グプタ・レビュー「The Economics Of Bio-
diversity（生物多様性の経済学）」の著者で
あるケンブリッジ大学名誉教授パーサ・ダス
グプタによると、自然そのものからの供給力
には限界があり、それ故、自然資本の重要性
が訴えられている。道路や建物、工場といっ
た人工資本、人材といった人的資本に加え、
自然資本は第 3 の資本と位置づけられてい
る。この 3 つの資本の関係を厳しい目で見る
と、人工資本や人的資本が原因の汚染・廃棄
などによって、自然資本が破壊されていると
いった現実がある。

われわれの経済活動から大量に排出される
CO2は、地球の温暖化を進行させ、豊かな生
態系を破壊している。企業の事業活動に伴っ
て発生する汚染物や廃棄物はもちろん、原材
料調達のための地下資源採掘は、自然資本に
大きな影響を及ぼしている。実際、そのリス
クはさまざまなレポートでも指摘されてい
る。たとえば、世界経済フォーラムのレポー
トにおいて、「生物多様性の喪失や生態系の
崩壊」は、今後10年の深刻なグローバルリス
クの 4 位に挙げられている（表 1 ）。また、
ダスグプタレビューでは、1992〜2014年の間
に、人工資本は 2 倍となった一方で、自然資
本は40％減少していると報告している（図 1 ）。

この状況に対し、21年に英国で開催された

G7サミットでは「2030年自然協約（Nature 
Compact）」が合意された。その中でG7各国
は、2030年までに生物多様性の損失を食い止
め、回復させる（ネイチャーポジティブ）と
いう目標達成に向け、世界および自国の陸
域・海域の少なくとも30％を保全・保護する
こ と（30by30〈 サ ー テ ィ・ バ イ・ サ ー テ
ィ〉）を約束した。これを機に世界中の企業
が、自然資本・生物多様性の保全と回復に向
けた取り組みをこぞって開始・検討するよう
になった。

22年12月には、カナダのモントリオールで国
連生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）
が開催され、生物多様性の新しい世界的な枠
組「昆明・モントリオール生物多様性枠組」
と、2030年までの行動目標「昆明・モントリ
オール2030年目標」が採択された。こうした
動きは、自然資本についての情報開示を企業

表1　今後10年の深刻なグローバルリスク

1 気候変動の緩和策の失敗

2 気候変動への対応策の失敗

3 自然災害と極端な異常気象

4 生物多様性の喪失や生態系の崩壊

5 大規模な非自発的移住

6 天然資源危機

7 社会的結束の侵食と二極化

8 サイバー犯罪の拡大とサイバーセキュリティの低下

9 地経学上の対立

10 大規模な環境破壊事象

出所）世界経済フォーラム「第18回 グローバルリスク報告書 2023年版」より作成
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023_JP.pdf
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に求め、民間投資やグリーンボンドの資金を
含む投資の動きを加速させるといわれてい
る。加えて、2030年までに自然の損失を止め
る「ネイチャーポジティブ」の達成を目指
し、23の目標も策定されている。

これらの動きは、自然資本とビジネスの関
係性を大きく変化させている。かつては自然
資本の保全は事業活動と切り離して考えられ
ていたが、生物多様性や自然資本を棄損する
ことは大きなビジネスリスクであるという考え
方が広がっている欧州を中心に、企業の事業
活動が自然資本にもたらすリスク・機会を適
切に評価することについて、TNFD（自然関
連財務情報開示タスクフォース：Taskforce 
on Nature-related Financial Disclosures）が
民間と連携し、開示のフレームワークづくり
を進めるなど、事業活動と一体になって取り
組まれている。ただし、まだ始まったばかり
で手探り状態ともいえ、自然資本への対応に
ついても、各社が模索しながら推進している
状況である。

本稿では、こうした状況を踏まえつつ、日
本企業の先進事例を考察しながら、自然資本
への対応の方向性についての示唆を提示した
い。

Ⅱ 先進事例

1 キリンホールディングス
（1） 企業概要

キリンホールディングスは、傘下にキリン
ビールや清涼飲料水のキリンビバレッジなど
を持つ持ち株会社である。設立は1907年、連
結売上高は 1 兆9895億円、連結事業利益は
1912億円、グループ企業178社、連結従業員
数は 3 万538人の巨大食品企業である。

（2） 自然資本との関係強化
①CSV経営の開始と農作物を通じた自然

資本への取り組み
キリンホールディングスは、2011年に米国

の経営学者であるマイケル・ポーター教授が

図1　 1 人当たりの世界の富（1992 ～ 2014年）
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出所）WWFジャパン「生物多様性の経済学：ダスグプタ・レビュー要約版」より作成（資料：Managi and Kumar（2018））
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提唱した「Creating Shared Value（以降、
CSVとする）」に注目し、イノベーションに
よって社会課題の解決を事業化することを目
指 し、12年10月 に 発 表 し た 長 期 経 営 構 想

「KV2021」でCSRからCSVへの転換を宣言、
13年には日本で初めてCSVの名称を使った
部門（CSV本部）を発足させた。

同年から、グループ企業のキリンビバレッ
ジが実施していたスリランカの紅茶農園への
図書寄贈活動である「キリン スリランカフ
レンドシッププロジェクト」を拡大する形
で、コーポレート主導で「スリランカ紅茶農
園へのレインフォレスト・アライアンス認証
の取得支援」を開始した。日本が輸入してい
る紅茶葉の約 4 割がスリランカ産であり、そ
のうち約25％が「キリン 午後の紅茶」で使
用されている。代替の利かない良質なスリラ
ンカの茶葉が「キリン 午後の紅茶」を支え
ているのである。

そのためキリンホールディングスは、スリ
ランカの紅茶農園における持続可能な茶葉栽
培とコミュニティ育成が事業継続には不可欠
と考え、上記の活動を推進している。20年に
は事業会社であるキリンビバレッジにそれら
の活動の主管を移した。現在は、目標設定に
ついてもキリンビバレッジが行っている。

②TCFD、TNFDへの取り組み
キリンホールディングスは、2017年に開示

されたTCFD（Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures）提言に従って、翌18
年から気候変動に対する開示を行っている。
キリングループでは、11年頃には生物資源の
リスク評価、13年には持続可能な生物資源利
用のための行動計画を策定するなど、行動を

始めていた。水リスク調査についても14年に
は始めており、気候変動が同グループの農産
物などに与える影響を以前から把握してい
た。そのため、TCFD提言が開示されてすぐ
にシナリオ分析を始め、18年の環境報告書で
開示している。

このようにキリンホールディングスでは、
以前から気候変動と自然資本の関係に留意
し、影響度やリスクなどについても定量的か
つ継続的に把握していたからこそ、TCFDか
ら提示された科学的な見地を基に、すぐさま
明確化できたといえる。

さらに、国連開発計画（UNDP）などの主
導で発足した国際的枠組であるTNFDでは、
自然資本と企業活動がどのように影響してい
るかを可視化しようと試みている。TNFDは、
共通の枠組を付与することで、企業の事業活
動による自然生態系への影響度合いの開示を
促している。TCFDが気候関連財務情報開示
タスクフォースとして15年に発足されたのに
対して、TNFDは自然生態系への影響度合い
への開示を促しており、ネスレ、ダノンなど
欧米の大手企業も参画している。
「環境報告書2022」では、TNFDが提唱した
LEAPアプローチを用いた試行的な開示を行
った。これは企業の自然との接点を発見

（Locate）し、影響度合いと依存度合いを診断
（Evaluate）し、リスク評価（Assess）を行
い、それに対する対策を公表する（Prepare）、
という 4 項目で分析するためのアプローチ方
法である（表 2 ）。

LEAPアプローチはあくまで企業の自然資
本へのアプローチ方法として提唱されている
ものであって、開示するためのツールではな
いことはTNFDガイダンスにも明記されてい
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候変動関連のリスクと自然関連リスクが相互
に関連していることに言及されている。キリ
ンホールディングスは、13年に発表した「キ
リングループ長期環境ビジョン」で、「生物
資源」「水資源」「容器包装」「気候変動」の
4 つの環境課題が独立したものではなく、

「相互に関連する環境課題」であるとの認識
を示し、統合的に解決するアプローチで環境
課題に取り組んできた（図 2 ）。統合的アプ
ローチは、20年に策定し発表した「キリング
ループ環境ビジョン2050」にも受け継がれて
いる。「環境報告書2023」で示されている

「環境価値相関図」では、キリングループの
価値の源泉が自然資本であり、環境課題に対
して統合的（holistic）にアプローチするこ
とで、財務的・社会的な価値を創造している
ことを開示している。

同社は、「環境報告書2022」で、TNFDが
提唱するLEAPアプローチを用いた試行的開
示を行い、「環境報告書2023」ではTCFDと
TNFDを統合した開示を行っている。CDP
やTCFDといった開示フレームワークに対応
することで、環境経営のレベルを向上させて
きたと考えている。そのため、TNFDへの対

る。しかし同社は、マテリアリティ分析のう
えで紙と紅茶葉、パーム油、大豆、コーヒー
豆にプライオリティを置いて活動し、TCFD
シナリオ分析で気候変動と生物資源が相互に
関連していること、および自然資本が場所固
有であり、依存性によってリスクと機会が異
なることをよく理解していたため、LEAPア
プローチの考え方は同社にとって違和感のな
いものであった。TNFDのフレームワークβ
版v0.1が22年 3 月15日に開示されてすぐに、
同社が試行開示できたのは、このような背景
があったためである。なお、同社の開示は、
LEAPアプローチによる世界で初めてのこと
であるといわれている。

また、SBTN（Science Based Target Net-
work）が提唱する「AR3Tフレームワーク」
による自然資本の試行開示も行っている。同
社は、SBTNが主催する自然資本の目標設定
イニシアチブ（SBTs for Natureコーポレー
トエンゲージメントプログラム〈CEP〉）に
国内医薬品・食品業界として初めて参加し
た。

次に、同社の統合的アプローチと開示活動
についてみたい。TNFDのβ版v0.1では、気

表2　LEAPアプローチ

L（Locate）：サプライチェーン
全体を対象に自然との接点を発見
し、優先すべき地域を特定する

E（Evaluate）：自社の企業活
動と自然との依存関係や影響
を診断する

A（Assess）：診断結果を基に、
重要なリスクと機会を評価する

P（Prepare）：自然関連リス
クと機会に対応する準備を行
い、投資家に報告する

L 1：ビジネスのフットプリント

L 2：自然との接点

L 3：優先地域の特定

L 4：セクターの特定

E 1： 関連する環境資産と 
生態系サービスの特定

E 2：依存関係と影響の特定

E 3：依存関係の分析

E 4：影響の分析

A 1：リスクの特定と評価

A 2：既存リスクの軽減と管理

A 3：追加リスクの軽減と管理

A 4：重要性の評価

A 5：機会の特定と評価

P 1：戦略とリソース配分

P 2：パフォーマンス測定

P 3：報告

P 4：公表

出所）TNFD資料より作成
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応は、同社の環境経営レベルをさらに次のス
テージに移行することに大きく寄与すると期
待している。また、SBTNやTNFD、TCFD
などの国際的組織と協力し、サステナビリテ
ィ報告に関連するグローバルスタンダード構
築を推進したいという強い思いを持ってい
る。そのため、これらの組織が行うさまざま
なパイロットテストにも積極的に参加してい
る。

同社の常務執行役員であり、CSV戦略担当
である溝内良輔氏は、国際サステナビリティ
基準審議会（ISSB）注1の公開草案についての
意見をまとめる日本政府の研究会の委員も務
めている。

2 MS&ADホールディングス
（1） 企業概要

MS&ADホールディングスは、2010年に三
井住友海上グループホールディングスとあい
おい損害保険、ニッセイ同和損害保険の経営
統合により誕生した。経営理念は、「グロー
バルな保険・金融サービス事業を通じて、安
心と安全を提供し、活力ある社会の発展と地
球の健やかな未来を支えます」である。

（2） 自然資本についての取り組み
①自然資本に関する取り組みの歴史
MS&ADホールディングスは、2018年に発

表した中期経営計画において、当時社長であ

図2　キリングループの環境価値相関：統合的アプローチ
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https://www.kirinholdings.com/jp/investors/�les/pdf/environmental2023.pdf
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ており、周辺地域住民への苗木の配布、植
林・育林指導といった生計向上支援を通じ
て、地域経済の活性化に貢献している。環境
教育にも積極的に取り組んでおり、20年 9 月
にはインドネシア政府から自然環境保護賞

（企業部門）を受賞している。
こうした自然資本に対する取り組みは、

MS＆ADホールディングスが18年に発表し
た中期経営計画から戦略として組み込まれ、
社会との共通価値の創造（CSV）の重要なテ
ーマとなっている。このことは社員にも啓蒙
され、同社の自然資本に対する取り組みの背
景にある考え方や意識も浸透していった。

また、CSV推進の意識を高めるためにさま
ざまな取り組みを実施している。たとえば、
中期経営計画において、自然資本に対する取
り組みの取扱説明書をつくり、会社が考えて
いる意図や背景を社員に丁寧に説明するとと
もに、取り組みのシンボルとしてSDGsバッ
ジの配布を行った。SDGsについて分かりや
すく解説した漫画もつくるなど、さまざまな
工夫を凝らし、その理解の深耕を推進した。
あるいは、サステナビリティコンテストを実
施し、CSVに関する取り組み事例をグローバ
ルに募集・審査することで、社員の共感を醸
成し、CSVに対する意識をより一層高めてい
った。22年度のコンテストでは、インドのマ
イクロ家財保険から、貧困を減らし、女性の
社会進出を助ける活動が表彰された。

さらに、22年度からスタートした中期経営
計画において、「地球環境との共生（Planetary 
Health）」を重要課題の一つに掲げ、気候変
動への対応、生物多様性を含む自然資本の持
続可能性向上に総合的に取り組むことを目指
している。こうした活動の一環として、22年

った柄澤康喜氏のリーダーシップの下、自然
資本の持続可能性向上に取り組むことをうた
っている。自然資本リスクの評価や、インド
ネシアなどでの熱帯林再生活動、湿地の保存
に関する取り組みなど、生物多様性に関する
イニシアチブなどを通じた環境とビジネスの
共生に向けた活動を推進している。特に、湿
地の保存に関しては、国際条約であるラムサ
ール条約に登録されている湿地を中心とした
水辺の環境保全活動「MS&AD ラムサール
サポーターズ」を推進している。

また、同社はビジネスモデルとSDGsにつ
いての関係性を明確にしており、社会の信頼
に応える品質について述べる中で、環境負荷
低減に向けた取り組みを継続することを表明
している。

このような同社の自然資本に対する活動
は、三井住友海上火災保険が05年に開始した
インドネシアにおける植林活動にさかのぼ
る。これは、熱帯林の生態をいかに回復して
いくかという取り組みである。サステナビリ
ティ活動の一貫として自然災害の防止・減少
を図り、環境面で世界的問題である熱帯林の
減少を改善するため、インドネシア政府と共
同で、05年度から「熱帯林の再生を目指した
プロジェクト」を続けている。

具体的には、劣化した野生動物保護林の修
復と再生、ジャワ島の在来樹種による熱帯林
の造成、農業技術指導、果樹供給などによる
地域経済への貢献、さらには環境教育の実施
による森林の大切さの啓発を推進している。
同社はこれらの活動を通じて、「森林の再生
と持続可能な地域社会の形成」を図ってい
る。

現在、このプロジェクトは第 6 期を実施し
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プと地域の活動団体、社員と社員家族のボラ
ンティアで行われている（図 3 ）。

MS&ADグループでは、自然環境の保全・
再生による防災・減災と地方再生に関する取
り組みを「グリーンレジリエンス」と称し、
推進している。「グリーンレジリエンス」と
は、自然の恵みを活かし、生物の多様性を守
りながら、自然災害の被害を和らげ、その魅
力で地域も活性化するという、好循環を生み
出す考え方のことである（図 4 ）。

三井住友海上火災保険は、生物多様性の保
全と生物資源の持続可能な利用の実現方法を
社会に提供するため、「企業と生物多様性イ
ニシアティブ（Japan Business Initiative for 
Biodiversity〈以下、JBIB〉）の設立以来、
会長（代表理事）会社として活動をサポート
している。現在は、MS&ADホールディング
スがその役割を引き継ぎ、自然資本の持続可
能性とビジネスの両立に取り組んでいる。

9 月に、グループ社員による環境に関する取
り組みを統合・再編し、自然環境の保全・再
生や環境負荷低減、防災・減災、地方創生を
テーマとした「MS&ADグリーンアースプロ
ジェクト」を開始している。日本では豪雨被
害も多く、河川の流域全体で水害を防ぐに
は、流域治水や自然を活かした社会基盤の整
備である「グリーンインフラ」がより重要に
なっている。これは自然を有効に活用して災
害を防ぐ、あるいは減災することに加え、農
業などの第一次産業、さらには観光事業を復
興させる効果もある。

同社とそのグループ各社は、22年度から熊
本県球磨川、南三陸の自然環境保全・再生エ
リアで環境保全活動を、23年度は千葉県印旛
沼流域でもプロジェクトを開始している。こ
の活動は、気象災害の緩和と同時に景観の豊
かさを取り戻し、自然資本を守ることにもつ
ながっている。なおこの活動は、同社グルー

図3　日本国内の湿地・里山・藻場の保全活動（MS＆ADグリーンアースプロジェクトより）

地域の魅力や生産力の向上
食料・林業・漁業生産
産業創生 景観の向上
観光業の活性化 資産価値の上昇

気候変動への対応
ヒートアイランドの緩和
CO2の吸収

生物多様性の保全

防災・減災
治水 地震や津波の減災
土砂災害防止 延焼防止

健康増進福祉向上
大気浄化　　　騒音抑制
健康増進
レクリエーションの場の創出

水循環の改善
水質改善　　　地下水の保全
雨水利用

自然環境

出所）MS&ADホールディングスWebサイトより作成
https://www.ms-ad-hd.com/ja/csr/green-earth_project.html
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ベーション企業」の実現に向けた取り組みの
一環である。現在、具体的な保険商品、サー
ビスの開発を進めている。

このような活動は、三井住友海上火災保険
ではサステナビリティ・トランスフォーメー
ション（SX：同社のサステナビリティと社
会のサステナビリティを同時実現する）の一
環として推進されている。

②TNFDにおける 
開示枠組構築タスクフォース参画

MS&ADホールディングスの取り組みは、
TNFDにおける開示枠構築における活動にも
大きく寄与している。TNFDにおける開示枠
組構築のため、世界14カ国の金融機関やメン
バーから選定されたメンバーとして、2021年

こうした業界横断的な活動に加え、現在、
MS&ADホールディングスの社長である原典
之氏は、グループとしてのさらなる自然資本
への取り組みを強化している。事業と生物多
様性との関係性をより強固にするため、人類
が生存できる安全な活動領域とその限界点で
あるプラネタリーバウンダリー注2を意識し、
その枠内で事業の持続的成長を目指している。

また前述したように、同社は気候変動への
対応に加え、自然資本、生物多様性の保全・
回復に資する商品・サービスを提供し、地球
環境との共生（Planetary Health）と新たな
収益基盤の確立に取り組んでいる。この取り
組みは、22年度からの中期経営計画で掲げた
目指す姿「未来にわたって、世界のリスク・
課題の解決でリーダーシップを発揮するイノ

図4　MS&ADグループの「グリーンレジリエンス」イノベーション

自然資本を活用した防災・減災や地域創生に資するビジネスの創発

河川

自然の恵みを持続可能な形で無駄なく使い、自然の脅威を上手に防ぐ
そうしたかつての日本社会を再発見し、ビジネスの創発を促進する「温故知新の構造改革」

森林 農村 都市・住宅 海

上流と下流をつなげ、グリーンレジリエンス・ビジネスの芽を育てる

環境再生型の
第一次産業

地域の多様性が活きる
雇用創出

都市から地方への
資本の流入

不動産価値の向上 内需拡大

訪日外国人の増加と
満足度向上

交流の促進や
QOLの向上

ソーシャル・インクルージョン
（社会的包摂）の増進

地域資源を無駄なく
活用する六次産業化

地域の自然を活かした
観光業

自然を活かした魅力ある、
安心安全なまちづくり

生態系を活用した
脱炭素

出所）MS&ADホールディングスWebサイトより作成
https://www.ms-ad-hd.com/ja/csr/green-earth_project.html
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タスクフォースメンバーを輩出している農林
中央金庫、経団連自然保護協議会とともに、
TNFDコンサルテーショングループ・ジャパ
ンを設立した。国内ではTNFDフォーラム参
画企業に対し、TNFDに対する理解促進を目
的に、TNFDのβ版の解説や参加者が議論を
行う場の提供などを行っている。

日本政府は、自然資本のための各種政策検
討を行っており、23年 3 月には、生物多様性
に関する国際的枠組みであるGBF（Global 
Biodiversity Framework）に沿った国家戦
略である「生物多様性国家戦略2023─2030」
を閣議決定している。このような戦略目標が
中身の伴ったものとなるためには、常に民間
を巻き込んだゴール達成が必要となり、前述
したように、MS&ADグループメンバーのタ
スクフォースへの参画やTNFDフォーラム参
画企業を巻き込んだ啓蒙活動は、霞が関と民
間企業をつなぐためにも極めて重要である。

Ⅲ 自然資本への取り組み強化に向けて

自然資本への取り組み強化に向けて、日本
企業は自社の戦略と自然資本とのかかわり合
いを整理する必要があるように思われる。

今回、事例として取り上げた 2 社において
は、自社の成長と自然資本との関係性を整理
し、プラネタリーバウンダリーの枠内で事業
を成長させること、CSRがCSVへと進化して
いったように、自然資本への取り組みを通じ
た価値創造へとつながることを目指してい
る。そのためには、自社の事業と自然資本と
のかかわり合いを整理し、自社の事業が自然
資本にどのように依存し、それをいかに守っ
ていくかを明確に提示するとともに、それら

6 月より、MS&ADホールディングスとグル
ープ会社であるMS&ADインターリスク総研
を兼務する社員がタスクフォースのメンバー
として選定され、TNFDタスクフォースが実
施する枠組みの開発に参加している。

タスクフォースのメンバーは、生物多様性
や自然資本に関する卓越した知見と経験がな
いと選定されない。このことは、同社が自然
資本に関する先行的な知見と経験を有してい
ることを示している。具体的には、前述した
ようなインドネシアの植林などの生物多様性
に関するCSR活動や、企業の顧客に対する自
然関連のリスク分析提供など長期にわたる地
道な活動が評価されたものと考えられる。

TNFDタスクフォースは約40人のメンバー
で構成されているが、英国など欧州中心のメ
ンバーで行われている議論に、日本からメン
バーが入っていることの意義は大きい。欧州
と日本などアジアの自然環境は異なり、自然
資本についての議論を行ううえで、これらの
差異を理解してもらうことは重要である。タ
スクフォースでは、各国の利益追求ではな
く、ネイチャーポジティブにするにはどうし
たらいいかという観点で議論が行われてお
り、日本からの問題提起を基に、アジア固有
のモンスーンなど、地域性の差異についての
理解を醸成しながら、TNFDの開示枠の構築
を行っている。

また、同社はTNFDが国連環境計画金融イ
ニシアチブと連携したパイロットプログラム
に参加し、TNFDが試案で提唱している手法
に沿ってリスク評価し、結果をTNFDに報告
することで、その枠組みの開発にも貢献して
いる。

22年 6 月には、MS&ADグループと同じく
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チャー・コンサーバンシー（TNC）ととも
に構築された。ダウ・ケミカルは、同社が推
進する各事業投資やR&Dに対し、このプロ
セスを基に、自然資本へのポジティブなイン
パクトを与えることを目指し、意思決定を行
っている。

企業における自然資本に関する取り組みは
まだ始まったばかりであり、多くの企業が手
探り状態である。そのため、まずはTNFDな
どのフレームワークを用いて自社の事業活動
と自然資本がどのような相互依存の関係にあ
るのかを可視化することが大事である。可視
化することにより、企業活動における意思決
定に際しても、ダウ・ケミカルのように収益
の最大化といった事業採算面を中心に据え
た、従来の考え方と異なる価値尺度を用いた
意思決定も可能になるだろう。

2 事業基盤強化と事業機会の探索
自然資本への対応は、リスクを可視化し、

リスクを極小化するような対応を進めるだけ
ではない。その活動を持続的なものにするに
は、自然資本への対応から自社の事業基盤の
強化を進め、さらに、新たな収益機会を抽出
することが重要である。世界企業の中には、
持続可能な原材料調達の取り組みに加え、農
地の土壌を修復・改善しながら自然環境の回
復につなげる「リジェネラティブ農業」に投
資する事例もある。

たとえば、ネスレはリジェネラティブ農業
の拡大に重点を置き、積極的投資を継続して
いる。同社は気候変動対策のロードマップを
2020年12月に発表し、 5 年間で12億スイスフ
ラン（約1400億円）をサプライチェーンにお
けるリジェネラティブ農業の実践にあてるこ

を通じ事業基盤を強化することが求められ
る。さらに、世界で行われている自然資本に
関するルールメイキングに積極的に参画する
ことも不可欠である。

これらの自然資本への取り組み強化に向け
ては、①自然資本に与えるインパクトの把握
と意思決定の仕組み構築、②事業基盤強化と
事業機会の探索、③ルールメイキングへの積
極的な参画、の 3 点が挙げられる。

1 自然資本に与えるインパクトの 
把握と意思決定の仕組み構築

まず、自社の事業が自然資本にどのような
インパクトを与えるかを把握することが必要
である。

キリンホールディングスがLEAPアプロー
チを用いたように、自社の事業が与える自然
資本へのインパクトを把握し、それに対して
リスクをどのように回避していくかを把握す
ることが第一歩になるだろう。LEAPアプロ
ーチは開示ツールではないものの、地域固有
の事情に依存する事業を数多く行っている同
社にとって、LEAPアプローチによる試行開
示は社会的にも大きな影響があった。

米国のダウ・ケミカルは自然資本の考え方
を経営に組み込んでおり、その事業投資が自
然資本の観点でどのようなインパクトを与え
るかということを意思決定の評価指標に掲げ
ている。同社は、2017年版のサステナビリテ
ィ報告書において、25年までのサステナビリ
ティ目標を開示し、その中で、自然資本の考
え方を経営の意思決定と統合していく「Valu-
ing Nature」に取り組んでいる。これは、自
然環境が人間社会に果たしている役割を金額
換算する試みであり、環境NGOのザ・ネイ
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方から一歩踏み出し、自然資本を礎としてそ
れらを強化し、自社の事業基盤をさらに盤石
なものにしようとしている点が特徴である。

日本企業にも、自然資本への対応から事業
機会を探索する動きはある。花王はTNFDの
フレームワークを活用した生物多様性に関す
るレポート「生物多様性がもたらすビジネス
リスクと機会」を23年 4 月に公開している。
そのレポートの第 4 章には、「リスクに対す
る取り組みと事業機会」として、今後、短期
から長期で市場拡大が見込まれる領域を導出
している（表 3 ）。

同社の新規事業機会の定義としては、ま
ず、自然リスクへの対策の類型として「依

とを宣言している。25年までに主要な原材料
の20％をリジェネラティブ農業で調達し、30
年までに50％を調達することを目標としてい
る。具体的には、50万の農業従事者と15万の
サプライヤーを対象に、必要な設備に共同投
資してリジェネラティブ農業を実践、それら
の農作物を高価格で購入することでインセン
ティブを提供している。

このネスレの取り組みは、自然資本と自社
の事業の関係性を明確にしたうえで、自然資
本を事業の基礎となる資本と位置づけて投資
を行うことで、より強い事業基盤を形成しよ
うという取り組みといえる。自然資本に対応
しなければならないという社会貢献的な考え

表3　生物多様性領域における新事業機会（花王）

自然リスク対策の類型

依存・影響を
削減

取り組みがもたらす変化の度合い

新
規
事
業
機
会

既存オペレーションの見直し オペレーションを刷新する新規施策

運用変更による本来不要・過剰である
資源の使用停止

低負荷資源に代替することで
高負荷資源の使用停止

運用変更による本来不要・過剰である
資源の使用量削減

新規技術導入などにより既存運用を
抜本刷新、圧倒的な生産性向上

従来廃棄していた資源を
既存オペレーションの延長で再活用

廃棄物を再資源化し循環、
バージン材の投入量を大幅削減

利用分相当の資源を再生
新技術で回復を加速させ、
利用分相当以上の資源を再生

知見を持った人材の採用や研修 技術活用などにより知見獲得速度を大幅に向上

IRなどに注力し有利に資金調達
自社投資でサプライチェーン安定化と
金融利潤を両得

既存サプライヤーとの提携、他ステーク
ホルダーとのコミュニケーション強化 自社が関係構築プラットフォーム化

リスク情報の一元化
リスク情報に基づく設計・調達・開示などへの反映、
予測精度向上によるリスク事前回避など大幅低減

回避

効率化

再利用

回復

取り組みを支える
資本を

獲得・循環

取り組みの位置づけ

人材

財務

情報

関係性

全事業でまず取り組むべき より大きな効果や外販を狙うなら中期的に取り組む

出所）花王「生物多様性がもたらすビジネスリスクと機会」より作成
https://www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/sustainability/pdf/biodiversity-tnfd.pdf
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会へと発展させることも可能である。このよ
うに、活動の継続性という意味では、いかに
前向きな取り組みへと展開していけるかが成
否を分けるといえよう。

3 ルールメイキングへの 
積極的な参画

MS&ADホールディングスが実施したよう
に、積極的に国際的なルール形成の場に参画
することで、日本市場が持つ特殊性に対する
理解を醸成しながら、ルール形成に際してそ
れらを尊重してもらえるように対話を進める
ことが望まれる。

日本企業はルールメイキング機能が弱く、
これまで、欧州を中心として策定されたルー
ルや規制への対応に追われることが多かっ
た。MS&ADホールディングスのように、
TNFDフォーラムなどの国際的な枠組みに参
画するには、自然資本に対する先行的な知見
と経験の蓄積がないと難しい。一方で、こう
した活動への参加を通じて、欧米とは異なる
日本における自然資本環境の理解醸成を図る
ことが、ルール策定上、非常に重要になる。

こうした活動に参画する企業が増えること
は、自然資本のための国際目標と国家戦略を
構築、推進する政府、行政機関にとっても有
益である。なぜならば、国家戦略としての自
然資本対応は推進力を伴ったものとなるべき
であり、そのためには、戦略策定時から民間
企業を巻き込んでゴールを設定し、官民が連
携して達成に向けて取り組むことが必要だか
らである。また、国際的な枠組みづくりへの
参画企業が増えることにより、国際目標と国
家戦略が推進力を伴った形でつながることも
期待できる。

存・影響を削減」と「取り組みを支える資本
を獲得・循環」の 2 つに区分している。新規
事業がもたらす変化の度合いに関しては「既
存オペレーションの見直し」と「オペレーシ
ョンを刷新する新規施策」に区分している。
後者に関しては、より大きな環境負荷・リス
ク低減効果をもたらすものや、外販で新たな
収益創出につながるものが想定されている。
後者のオペレーションを刷新する新規施策と
しては、依存・影響の削減に寄与するものと
して、「低負荷資源に代替することで高負荷
資源の使用停止」などが挙げられている。

取り組みを支える資本の獲得・循環に寄与
するものとしては、「自社投資でサプライチ
ェーン安定化と金融利潤を両得」や「リスク
情報に基づく設計・調達・開示などへの反
映、予測精度向上によるリスク事前回避など
大幅低減」といった項目が挙げられている。
そして、事業機会の重要性を自然および企業
への貢献度から評価し、環境負荷の削減ポテ
ンシャルが高く、企業にとって大きな市場規
模が期待できる事業機会として、サプライヤ
ー向け金融や原材料回収技術などを挙げてい
る。

自然資本への取り組みは、自社の事業基盤
に関連づけて考えることがポイントとなる。
そのためには、花王が実施したように、自然
資本への対応をリスクに対する取り組みと考
えるだけではなく、新たな収益創出につなが
るような機会を探索する活動の一環として捉
えることが重要である。製造業にとって、自
然資本への対応の強化は自社のサプライチェ
ーン強化にもつながり、その過程ではリスク
情報の把握が早まることも期待できる。ま
た、そこから生じる事業機会を新たな収益機
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2022年12月にCOP15において採択された
「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を
踏まえ、23年 3 月末に閣議決定された「生物
多様性国家戦略2023─2030」を実行していく
には、日本政府と企業が国際的枠組みでの議
論に積極的に加わり、動向を肌で感じなが
ら、課題などを洗い出すことが求められる。
そのことが、日本にとっても有益なルールづ
くりの礎となり、自然資本に対する各社の取
り組みの実行にもつながるのである。

注

1 国際会計基準（IFRS）の策定を担うIFRS財団

により2021年11月に新たに設立された団体
2 「その境界内であれば、人類は将来世代に向けて

発展と繁栄を続けられるが、境界（閾値）を越
えると、急激な、あるいは取り返しのつかない
環境変化が生じる可能性がある」境界のこと
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